
裁 決 書

東裁（諸）令 6第 10号

令和 6年 7月 8 日

国税不服審判所長

審査請求人

所在地

名称

'代表者

原処分庁

原処分 別紙1の1のとおり

原処分庁

原処分 別紙1の2の（1）のとおり

その他の審査 別紙 1の2の(2)のとおり

請求の対象

清野正

眠胴団
琶閾桐
匿哨i吊

上記審査請求について、次のとおり裁決する。

主文

原処分のうち、別紙 1の 1並びに同 2の(1)の口及び二に記載の各処分に対する

審査請求をいずれも棄却し、その他の原処分に対する審査請求及びその他の審査

請求をいずれも却下する。

理由

1 事実

(1)事案の概要
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審査請求人

本件は、輸出物品販売場の許可を受けた審査請求人（以下「請求人」という。）

が、金製品の売上金額について、消費税法上の非居住者に対する特定の物品の該渡

に係るものであるとして、課税標準額に含めずに消費税等相当額の還付を受けるた

めの申告をしたところ、・①―が、当該売上金額に係る各譲渡は非居住者

に対する譲渡とは認められないなどとして消費税等の更正処分等及び輸出物品販売

場許可の取消処分を行ったのに対し、請求人が、当該各譲渡は非居住者に対する譲

渡に当たるなどとして、これらの処分の全部の取消しを求め、また、 ②■■-
■が、上記①の更正処分等により生じた請求人の滞納税金を徴収するため、請求人
の債権の差押え等の滞納処分等を行ったのに対し、請求人が、当該滞納処分等の原

因となった上記①の更正処分等は誤っているから、当該滞納処分等も誤っているな

どとしてその全部の取消しを求めた事案である。

(2)関係法令等

関係法令等は、別紙 2のとおりである。

なお、別紙2で定義した略語については、以下、本文においても使用する。

(3)基磋事実

当審判所の調査及び審理の結果によれば、以下の事実が認められる。

イ 請求人は、·＇~免税店の経営等を目的とする法人

であり、請求人の代表取締役は設立以来‘ --（以下「本件代表者」とい

う。）である。

また、請求9人は、令和 5年2月22日に、本店を

一 から肩書地へ移転した。

ロ 請求人は、平成30年7月26日、消費税法第 9条《小規模事業者に係る納税義務

の免除〉〉第4項の規定に基づき、適用開始課税期間を___から平成31年

5月31日までの課税期間とする「消費税課税事業者選択届出書」を

に提出したc

ハ請求人は、 ■■■■■■＇に対し、所在地を
」、名称を「- Jとする輸出物品販売場の許

可申請をし、平成30年9月13日付で、消費税法施行令第18条の 2 《輸出物品販売

・許可に関する手続等》第2項第 1号に規定する一般型輸出物品販売場として、

＿ から消費税法第8条第 6項の許可（以下「本件許可」という。）を
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審査請求人

受け、・以後ヽ・純金製のメダル及び小判を販売していた（以下、本件許可を受けた

請求人の輸出物品販売場を「本件輸販場」という。）。

二 請求人は、平成30年10月12日、消費税法第19条《課税期間》第 1項第4号の 2

の規定に基づき、適用開始日を同年11月5日とし、課税期間を 1月ごとの期間に

短縮する「消費税課税期間特例選択届出書」を一 に提出した。

ホ 請求人は、本件輸販場において、令和元年10月2日から令和 3年 5月17日にか

けて＜別表 1の「購入年月日」襴に記載された各日において、同表の「品名」禰

に記載された各商品（以下［本件各商品」という。）を譲渡した（以下、当該各

譲渡を「本件各譲渡」という。）。

本件各譲渡については、購入記録票及び購入者誓約害が作成されており（以下、

本件各譲渡に係る購入記録票及び購入者誓約書において本件各商品の購入者とし

て記載されている者を「本件各名義人」という。）、•本件輸販場には、本件各譲

渡に係る各購入者誓約書（以下「本件各購入者誓約書」という。）並びに、本件

各名義人の旅券の各写し及び本件各譲渡に係る購入記録票を当該旅券に貼り付け

て割り印したものの各写し（以下、これらの写しを併せて「本件各購入記録粟等

写し」という。．）が併せて保存されていた。

ヘ 請求人は、本件各譲渡に係る売上金額について、別紙 1の1の(1)及び(2)に記

載の各課税期間（以下、当該各課税期間の年月をもって略称表記することとし、

例えば、令和元年10月 1日から同月 31日までの課税期間を．「令和元年10月課税期

間」といい、当該各課税期間を併せて「本件各課税期間」という。）に係る月別

集計表（以下「本件各集計表」という。）の「売上高」勘定に、要旨別表 2のと

．おり記載していた。 、

(4)審査請求に至る経緯

・イ ＿ が行った処分について

（イ）請求人は、本件各課税期間の消費税及び地方消費税（以下「消費税等」とい

う。）の各申告書に別表3の「申告」襴のとおり記載し、同「申告」欄に係る

「年月日等」欄のとおり、それぞれ申告した。そして、 は、別表

4の消費税等の申告に係る還付金の還付を、消費税法施行令第64条《仕入れに

係る消費税額の控除不足額の還付の手続》の規定により留保していた。

(n)次いで、請求人は、令和元年12月課税期間及び令和 2年 7月課税期間の消費
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審査請求人

税等について、別表 3の「修正申告」欄のとおりとする各修正申告書を、それ

ぞれ令和2年3月13日及び令和 3年1月8日に‘--に提出した。

以下、本件各課税期間の各確定申告書と当該各修正申告書を併せて「本件消

費税等各申告書」という。

（ハ）請求人は、本件消費税等各申告書において、本件各譲渡に係る売上金額を、

課税資産の譲渡等の対価の額のうち免税売上額とした。

(二)-所属の調査担当職員（以下「本件調査担当職員」という。）は、

令和 3年9月9日一請求人に対する実地の調査を開始した。当該調査において、

本件調査担当職員は、本件各名義人のう ち~ （以下「本

件各申述者」という。）から本件各購入者誓約書の作成の経緯等に関する申述

を得た。

（ホ） は、令和4年12月23日付で、上記（二）の調査に基づき、本件各譲

渡は本件各名義人に対して行われたものではないとして、請求人に対し、本件

各課税期間の消費税等について、別表 3の「更正処分等①」欄のとおりとする

各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分をした。

(へ)---iま、令和 5年 1月23日付で、上記（二）の調査に基づき、請求人が

虚偽の本件各購入者誓約書を作成するなどしたことが、消黄税法第8条第7項

の輸出物品販売場の許可の取消事由に該当するとして、本件許可の取消処分

（以下「本件許可取消処分」という。）をした。

（卜）請求人は、令和 5年3月 3日、上記（ホ）の本件各課税期間の消費税等に係る各

更正処分及び重加算税の各賦課決定処分並びに本件許可取消処分に不服がある

として、再調査の請求をした。

(チ)---は、上記（ホ）の本件各課税期間の消費税等に係る各更正処分及び

重加算税の各賦課決定処分のうち、令和元年12月課税期間ないし令和 2年 6月

課税期間、令和 2年 9月課税期間、令和 3年 2月課税期間及び令和 3年 3月課

税期間に係るものについて、提示した理由に誤りがあったことから、令和 5年＇

4月14日付でこれを取り消し、同日付で、当該各課税期間（以下「本件取消対

象各課税期間」という。）の消費税等について、別表 3の＇「更正処分等②」欄

のとおり、上記（ぶ）の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分と同額の各更正

処分及び重加算税の各賦課決定処分をした。
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口

審査請求人

以下、令和 5年4月14日付の各更正処分と本件取消対象各課税期間に係る各

更正処分を除く上記（ホ）の各更正処分を併せて「本件各更正処分」と、また、同

日付の重加算税の各賦課決定処分と本件取消対象各課税期間に係る重加算税の

各賦課決定処分を除く上記（ホ）の重加算税の各賦課決定処分を併せて「本件各賦

課決定処分」といい、本件各更正処分と本件各賦課決定処分を併せて「本件各更

正処分等」という。

（り）請求人は、令和 5年4月25日、上記（チ）の本件取消対象各課税期間の消費税等

に係る各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分の取消し及び再処分に伴い、

上記（卜）の再調査の請求の一部を取り下げた上で、当該再処分に不服があるとし

て、再調査の請求をした。

（ヌ）再調査審理庁は、上記（卜）及び（9）の再調査の請求について、令和 5年 6月27

日付で棄却の再調査決定をし、同月29日、請求人に対し、再調査決定書の謄本

を送達した。

が行った処分等について

（イ） は、請求人の別表5-1に記載された滞納税金（以下「本件当

初滞納税金」という。）について、通則法第43条《国税の徴収の所轄庁》第 3

項の規定に基づき、令和 5年 2月6日付で、 ■■■■■・・から徴収の弓I継ぎを
受けた。

(n) ---iま、本件当初滞納税金が完納されていなかったことから、令和

5年2月 7日付で、通則法第37条《督促》第 1項の規定に基づき、請求人に対

して督促をした。

• (,ヽ）一は、本件当初滞納税金が完納されていなかったことから、別表

4の請求人の各還付金について、通則法第57条第 1項及び地方税法附則第 9条

の10第 2項の規定に基づき、別表6-1のとおり、令和 5年 2月8日付で各充

当処分及び各委託納付を行い、請求人に対して、同日付でこれらの処分等に係

る国税還付金充当等通知書を普通郵便にて送付した。

（二） ＿は、本件当初滞納税金が完納されていなかったことから、・徴収

法第62条《差押えの手続及び効力発生時期》の規定に基づき、令和 5年 3月3

日付で、敷金返還請求権（以下「本件敷金債権」という。）．の差押処分（以下

「本件敷金差押処分」という。）を行い、同月 7日、本件敷金差押処分に係る
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審査請求人

債権差押通知書が、第三債務者である--に送達された。

（ホ） ＿は、上記イの（チ）の本件取消対象各課税期間の消費税等に係る各

更正処分及び重加算税の各賦課決定処分の取消し及び再処分に伴い、本件当初

滞納税金のうち本件取消対象各課税期間に係るものについて、通則法第43条第

3項の規定に基づき、令和5年4月27日付で、-■■-から再度徴収の引
継ぎを受けた。

以下、本件当初滞納税金のうち本件取消対象各課税期間に係るものを「本件

再処分滞納税金」といい、当該徴収の引継ぎ後の別表5-2の滞納税金を ・「本

件滞納税金」．という。

(へ)---iま、令和 5年5月11日、本件敷金債権について‘--から、

原状回復費の額を敷金の額から控除した■■■•■ を取り立てた。

(卜)---ば上記（へ）の取立てによって給付を受けた金銭を配当するため、

本件再処分滞納税金以外の本件滞納税金への配当金を·■■■•、請求人に交付

すべき残余金を零円、換価代金等の交付期日を令和 5年5月22日午前10時00分

などとする配当計算書を同月 15日付で作成し、同月 16日、当該配当計算書の謄

本が、請求人に送達された（以下、当該配当計算書に係る処分を「本件配当処

分」という。）。

(チ)---iま、本件再処分滞納税金以外の本件滞納税金が完納されていな

かったことから、徴収法第62条の規定に基づき、令和 5年6月 1日付で、請求

人が___に対して有する普通預金の払戻請求権及び債権差押通知書到

逹日までの利息の支払請求権の差押処分（以下「本件預金差押処分」という。）

を行い、同月 2日、本件預金差押処分に係る債権差押通知書が、第三債務者で

ある一に送達された

(り---ば上記（Iヽ ）の各充当処分及び各委託納付のうち別表6-1の5

及び6に係る各充当処分及び各委託納付について、令和 5年6月27日付で取り

消すとともに、本件滞納税金が完納されていなかったことから、・同日付で、別

表4の 5及び6の請求人の各還付金について、別表 6-・2の各充当処分及び各

委託納付を行い、普通郵便にて国税還付金充当等通知書を請求人にそれぞれ送

付した。

以下、別表6-1の1ないし 3に係る各充当処分を「本件 2月各充当処分」、
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審査請求人

別表6-2に係る各充当処分を「本件6月各充当処分」といい、別表 6-1の

1ないし4に係る各委託納付と別表 6-2に係る各委託納付を併せて「本件各

委託納付Jという。

ハ 請求人は、令和 5年7月28日、再調査決定を経た後の本件各更正処分等及び本

件許可取消処分並びに本件 2月各充当処分、本件敷金差押処分、本件配当処分、

本件預金差押処分、本件 6月各充当処分及び本件各委託納付に不服があるとして、

審査請求をした。

(5)本件2月各充当処分・、本件敷金差押処分、本件配当処分及び本件各委託納付の取消

しを求める審査請求の適法性について

イ 本件2月各充当処分

通則法第77条第 1項は、不服申立ては、処分があったことを知った日（処分に

係る通知を受けた場合には、その受けた日）の翌日から起算して3月を経過した

ときは、することができない旨規定し、同項ただし書は、正当な理由があるとき

は、この限りでない旨規定している。

そして、当審判所の調査結果によれば、本件 2月各充当処分は、令和 5年2月

8日に、普通郵便により国税還付金充当等通知書が請求人に送付されていること

が認められるから、通則法第12条第 2項により、通常到達すべきであった時に送

達があったものと推定され、この推定を覆すに足る事実は見当たらない。そうす

ると、令和 5年 7月28日にされた本件 2月各充当処分に対する審査請求は、本件

2月各充当処分に係る通知を受けた日の翌日から起算して 3月以内になされたも

のでないことが明らかであるから、通則法第77条第1項に規定する不服申立期間

を経過した後になされたものと認められる。

請求人は、通則法第77条第 1項ただし書に規定する正当な理由として、本件2

月各充当処分は、本件各更正処分等に包摂される関係にあり、その適法性を本件

各更正処分等の適法性により判断すべきである以上、請求人の不服申立てを行う

権利の実質的保障の観点から、その根拠となる本件各更正処分等の具体的理由が

開示された令和 5年 6月29日をもって起算日とすべき旨主張する。

しかしながら、請求人が主張する上記事情は、請求人が、不服申立期間内に本 ， 

件 2月各充当処分に対する審査請求をすること自体を妨げる事情とは認められず、

通則法第77条第1項ただし書に規定する正当な理由に当たらないことは明らかで
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審査請求人

ある。また、その他正当な理由を基礎付ける事情もうかがわれない。

したがって、本件 2月各充当処分の取消しを求める審査請求は、法定の不服申

立期間を経過した後にされた不適法なものである。

ロ 本件敷金差押処分

行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分の効力が現に存在し

ていることが必要であるところ、本件敷金差押処分は、上記(4)の口の（へ）のとお

り徴収法第67条第 1 項の規定に基づき、 ■~が令和5 年 5 月 11 日に第三

債務者から取立てをしていることが認められ、この取立てによって既に目的を完

了して、その効力が消滅しているものである。

したがって、本件敷金差押処分の取消しを求める審査請求は、既に効力が消滅

している処分の取消しを求めるものであり、請求人は、本件敷金差押処分の取消

しを求める法律上の利益を有しないから、不適法なものである。

ハ本件配当処分

徴収法第171条第 1項第4号の規定によれば、滞納処分としての換価代金等の配

当処分についての審査請求（始審的審査請求）は、換価代金等の交付期日までで

なければ、これをすることができない。

そして、上記(4)の口の（卜）のとおり本件配当処分に係る換価代金等の交付期日

は、令和 5年 5月22日午前10時00分であるところ、請求人は、当審判所に対し、

同年7月28日に審査請求をしている。

そうすると、本件配当処分の取消しを求める審査請求は、法定の不服申立期間

を経過したものであることが明らかであるから、不適法なものである。

— 本件各委託納付
通則法第75条第 1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」とは：行政

庁の公権力の行使によって直接国民の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生

じさせるものであると解するのが相当であるところ、地方税法附則第9条の10に

・規定する委託納付とは、還付金等が生じた場合に、納税者が国税局長又は税務署

長に対してその受領すべき還付金等により未納の国税等の納付を委託したものと

みなして、国税局長又は税務署長がその委託に基づき当該還付金等により未納の

国税等を納付する手続を行うことをいい、所定の要件を充足することにより法律

上当然にその委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなされるも
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審査請求人

のであって、国税局長又は税務署長による公権力の行使によるものではないから、

通則法第75条第 1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」には当たらな

し‘o

したがって、本件各委託納付に対する審査請求は不適法なものである。

2 争点

(1) 本件各譲渡は消費税法第 8 条第 1• 項に規定する非居住者に対する譲渡に該当するか

否か。具体的には、本件各譲渡は本件各名義人に対して行われたものか否か（争点

1)。

(2)請求人に通則法第68条第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実が

あったか否か（争点2)。

(3)本件輸販場は消費税法第8条第7項に規定する「輸出物品販売場として施設その他

の状況が特に不適当と認められる場合Jに該当するか否か（争点 3)。

(4)本件6月各充当処分は適法か否か（争点4)。

(5)本件預金差押処分は適法か否か（争点 5)。

3 争点についての主張

(1)争点 1 （本件各譲渡は消費税法第 8条第 1項に規定する非居住者に対する譲渡に該

当するか否か。具体的には、本件各譲渡は本件各名義人に対して行われたものか否

か。）について

原処一分庁 I • 請求人

次のことから、本件各譲渡は、本件各 次のことから、本件各譲渡は、本件各

名義人に対して行われたものではなく、 名義人に対して行われたものであり、消

消費税法第 8条第 1項に規定する非居住 費税法第8条第 1項に規定する非居住者

者に対する譲渡に該当しない。 に対する譲渡に該当する。

イ 本件各申述者の各申述によれば、①イ 請求人は、法令上の手続に従って本

本件各申述者は本件各商品を隅入する 件各名義人に本件各商品を交付してお

だけの資金を持っておらず、②本件各

申述者が本件各商品を購入した事実は

なく、③本件各申述者は本件各購入者

誓約書には署名していない又は本件各

-9 -

り、全ての取引において、免税品譲渡

の実能が存在する。

本件各申述者の請求人から本件各商

品を購入したことがない旨の申述は、



原処分庁

購入者誓約書に係る署名をした際は、

白紙の購入者誓約書に署名するよう依

頼されて署名し、④本件各申述者が自

分の旅券を一時的に第三者に貸与し、

当該旅券が返却された時には、本件各

購入記録栗等写しの基となる騰入記録

粟は旅券に貼付されていなかったと認

められ、本件各申述者は、請求人から

本件各商品を購入したとは認められな

い。

-10 -

審査請求人

請求人

一方的な言い放しの発言にすぎず、信

頼性を担保するような具体的事情は何

ら示されていない。 •

また、本件各申述者の白紙に署名し

た旨、旅券を他人に貸与した旨などの

申述は、いずれも自身が違法な免税取

引に加担していることを認めつつ、取

引商品や金額などは知らなかったと言

い訳をすることで違法行為への加担の

度合いを小さく見せるための方便にす

ぎない。

これらの申述内容は、本件代表者が

直接顧客と面談して商品や金額を確認

してもらった上で、購入者誓約書及び

本件輸販場でのみ使用されるオーダー

シートという請求人独自の書面に購入

者が自ら署名するという請求人の免税

品取引の客観的状況と矛盾している。

さらに、免税店で購入した商品を国

内で譲渡して利益を得る組織的犯罪行

為が増加しているところ、本件各申述

者の中には、複数の輸出物品販売場に

おける免税品購入への関与を認める者

が何人も存在しており、本件各申述者

には、虚偽の申述をするメリットがあ

る。

したがって、本件各申述者の各申述

は信用できない上．、僅か17名かつ信用



原処分庁

審査請求人

請求人

性の著しく低い申述をもって、 81件全

ての非居住者性を立証するなど暴論と

いわざるを得ない。

さらに、同一の本件各名義人との取

引であるにもかかわらず、更正処分を

行った課税期間と行っていない課税期

間が存在しており、合理的な処分とは

ロ 東京税関羽田税関支署及び同成田税 1 到底認められない。

関支署が出国者から回収した購入記録 I口 請求人が本件各名義人の旅券に購入

票のうちに、本件各購入記録票等写し

の基どなる購入記録粟を確認すること

ができなかった。

本件各名義人のうち誰一人として本

件各購入記録票等写しの基となる購入

記録粟を東京税関に提出していないこ

とは極めて不自然であり、上記イの返

却された旅券の状況についての申述内

容を併せ鑑みれば、本件各名義人はい

ずれも本件各購入記録粟等写しの基と

なる購入記録粟を請求人から受領して

いなかったとみるのが相当である。
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記録粟を貼付した事実は明らかであ

りへ請求人には、貼付した購入記録粟

を剥がす理由もなければメリットもな

い。請求人以外の何者かが購入記録票

を剥がした事実があったとしても、輸

出物品販売場の義務の範囲ではなく、

請求人が何らかの不利益を受けるいわ

れはない。

また、 は、東京税関に

おいて購入記録票の回収状況を確認し

ていない課税期間についても更正処分

を行っているが、これは、購入記録粟

の回収の有無は更正処分を行う根拠で

はないと詔めるものであり、さらに、

免税購入者の本件輸販場の購入記録票

が税関当局から確認できなかったから

といって、このことは免税購入者が購

入記録粟を請求人から受領していな

'かったことを明らかにするものではな



審査請求人

原処分庁 請求人

く、かつ原処分庁はそれ以上の根拠と

なる具体的事実を示していない。

•(2) 争点 2 （請求人に通則法第68条第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当す

る事実があったか否か。）について

原処分庁 請求人

本件輸販場には、本件各名義人に対すI本件代表者は、本件各名義人に白紙の
る本件各譲渡が消費税法第8条第 1項に 購入者誓約香を作成させるなどの不法行

規定する非居住者に対する取引に該当す 為を全く認めておらず、そのような行為

るとして、本件各購入者誓約書及び本件 を想定させる申述及び答述も行っていな

各購入記録票等写しが保存されている。 い。また、請求人が白紙の購入者箸約書

これに加えて、本件代表者は、本件各名 に署名させ、又は内容虚偽の購入者誓約

義人に対し、本件各譲渡を実際には行っ 書を作成させたことを証明するに足りる

ていないにもかかわらず、本件各名義人証拠は存在しないし、実際にそのような

に白紙の購入者誓約書に署名させ、又は I事実はない。

本件各名義人の名義を使用して、本件各 I請求人は、課税標準又は税額の計算の

譲渡における購入者を本件各名義人とす 1基礎となる事実の隠蔽も仮装行為も全く

る内容虚偽の本件各購入者秀約書を作成行っておらず、重加算税の賦課要件を満

したと認められる。

そして、請求人は、当該内容虚偽の本

件各購入者咤約書を基に、本件各名義人

に本件各商品を譲渡したと仮装してこれ

· • らの談渡に係る金額を本件各集計表の

「売上高」勘定に記載することにより、

「売上高」勘定に計上した本件各譲渡に

係る譲渡金額の税抜金額を本件各課税期

間の課税標準額の計算に含めなかったと

認められる。

以上のとおり、請求人が本件各集計表
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たしていないことは明らかである。



審査請求人

原処分庁 請求人

の「売上高」勘定に計上した本件各譲渡． 

に係る譲渡金額を免税売上額として、課

税標準額に含めなかったことは、不正事

実である「課税売上げを免税売上げに仮

装する」場合に当たり、請求人は、当該

不正事実に基づき本件消費税等各申告書

を提出したものと認められる。

したがって、請求人には、通則法第68

条第 1項に規定する「隠蔽し、又は仮装

し」に該当する事実があった。

(3)争点 3 （本件輸販場は消費税法第8条第 7項に規定する「輸出物品販売場として施

設その他の状況が特に不適当と認められる場合」に該当するか否か。）について

原処分庁 請求人

請求人は、内容虚偽の本件各購入者替 本件輸販場は、非居住者に対する販売

約書を作成するなど、本件輸販場におい場としての施設等が十分なものであり、

て、正当な輸出物品販売場の経営を行う かつ、請求人は不正な免税販売は一切

つもりがなく、輸出物品販売場制度を利行っていないところ、本件許可取消処分

用することにより不正に消費税の還付を の原因となった本件各更正処分等が違法

受けることを目的としていたものと認め であることから、本件許可取消処分は取

るのが相当である。そして、このような り消されるべきである。

本件輸販場は、非居住者に対する販売場

としての施設等が十分なものであるとは

いえず、また、経営者である本件代表者

の信用が薄弱となったといえることか

ら、輸出物品販売場として相当な欠陥が

生じているものというべきである。

そうすると、本件輸販場については、

消基通 8-2 -6の(2)の場合に該当
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審査請求人

原処分庁 請求人

し、消費税法第 8条第 7項に規定する

「輸出物品販売場として施設その他の状

況が特に不適当と認められる場合」に該

当する。

(4)争点4 （本件6月各充当処分は適法か否か。）について

原処分庁 請求人

本件6月各充当処分は、通則法第57条 本件6月各充当処分の原因となった本

第 1項に規定する充当の要件を満たして 件各更正処分等が違法であることから、 ．

おり、かつ、手続に関しても関係法令の本件6月各充当処分は取り消されるべき

規定に基づいて行われていることから、 である。

適法に行われている。

また、課税処分と充当処分とは、それ

ぞれ別個の法律効果の発生を目的とする

独立の行為であって、一つの法律効果の

発生を目指す一連の手続を構成するもの

ではないから、前者の違法は後者に承継

されないというべきであり、、仮に課税処

分が違法であったとしても、ーその違法が

重大かつ明白で当該処分が無効とならな

い限り、これによって充当処分が違法と

なるものではない。

(5)争点 5 （本件預金差押処分は適法か否か。）について

原処分庁― 請求人

本件預金差押処分は、徴収法第47条に 本件預金差押処分の原因となった本件

規定する差押えの要件を満たしており、 各更正処分等が違法であることから、本

かつ、手続に関しても関係法令の規定に 件預金差押処分は取り消されるべきであ

•基づいて行われていることから、 ＇適法に る。

行われている。
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審査請求人

原処分庁 請求 人

また、課税処分と滞納処分とは、それ

ぞれ目的及び効果を異にし、それ自体で

完結する別個の行政処分であるから、前

者の違法性は後者には承継されず、．課税

処分に取り消し得べき瑕疵があっても、

その処分が取り消されるまでは、滞納処

分を行うことができ、また、課税処分が

取り消されても、その取消し前に完結し

た滞納処分の効力には影響がない。

4 当審判所の判断

(I)争点 1（本件各譲渡は消費税法第8条第 1項に規定する非居住者に対する譲渡に該

当するか否か。具体的には、本件各譲渡は本件各名義人に対して行われたものか否

か。．）について

イ 法令解釈

消費税法は、事業者が国内で行った資産の譲渡等及び特定仕入れを課税の対象

とするものであるところ、国境税調整を図る観点から国内における資産の譲渡等

のうち輸出取引に該当するものについては免税することとしており、併せて、輸

出物品販売場における非居住者に対する免税対象物品の譲渡については、国内に

おける資産の譲渡ではあるものの、当該輸出物品販売場で物品を購入した非居住

者が最終的に輸出することを前提とした譲渡であり、その実質は輸出取引と何ら

変わることはないことから、このようなものについても輸出取引と同じく免税す

ることとしている。すなわち、非居住者が国外に持ち出すことを前提に輸出物品

販売場で購入した物品は、国内において消費されないものであることから、輸出

取引と同様に消費税を課税しないという趣旨のものである。

このような輸出物品販売場における免税制度の趣旨に鑑みると、消費税法第8

条第 1項にいう非居住者に対する譲渡といえるためには、譲渡によって免税対象

物品の所有権が非居住者に移転することを要すると解すぺきであり、免税販売手

続において非居住者による名義貸しなどが行われ、当該非居住者が実際の購入者

でない場合には、免税対象物品の所有権が当該非居住者に移転するとはいえず、
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審査請求人

同項の非居住者に対する譲渡とはいえないと解するのが相当である。

ロ認定事実

原処分関係資料並びに当審判所の調査及び審理の結果によれば、以下の事実が

認められる。

＇（イ）請求人の事業形態について

A 請求人の本件各裸税期間における売上高（免税金額）、仕入高（税込金額）

及び仕入高（税抜金額）は、別表 7のとおりであるところ、いずれの課税期

間においても、仕入高（税込金額）が売上高・（免税金額）を上回っており、

仕入れた商品の販売のみでは利益が生じず、仕入高に係る消費税等相当額に

つき還付を受けることで利益が生じるという形態の事業を営んでいた。また、

本件各課税期間における請求人の売上高は、本件各譲渡によるもののみで

あった。

B 本件代表者は、請求人の設立当初から一人で事業を行っており、本件各課

税期間においても、全期間を通じて本件代表者が自ら本件輸販場での業務を

行っていた。

(n)購入記録票の回収状況について

A 本件各名義人76名のうち一ほか53名は、令和元年10月から令和 3年10

月までの間に東京国際空港又は成田国際空港から出国した。

B 免税対象物品を購入した者は、消費税法施行令第18条第6項の規定のとお

り、出国する際に、その出港地を所轄する税関長に購入記録票を提出するこ

ととされていたところ、東京税関羽田税関支署が出国者から回収した令和・2

年4月分ないし令和4年 1月分の購入記録票37,265枚及び同成田税関支署が

出国者から回収した令和 2年 4月分ないし令和 3年12月分の隅入記録栗

69,310枚のうちに、本件各購入記録票等写しの基となる購入記録票は確認さ

れなかった。

ハ 関係者の各申述及び答述の内容並びにその信用性について

本件各譲渡が本件各名義人に対して行われたものか否かに関して、本件各申述

者及び本件代表者がそれぞれ申述又は答述をしていることから、以下においては、

これらの申述及び答述の内容並びにその信用性について述べる。

（イ）本件各申述者の各申述の内容
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審査請求人

A 本件各申述者のう ち （以下「本件申述者 1」という。）は、

令和4年 2月28日、本件調査担当職員に対し、要旨次のとおり申述した。

(A)本件申述者 1は、令和 2年 3月14日に来日し、複数のマッサージ店で働

き、令和 3年11月頃までは （以下 「l■■■jという。）が経
営するマッサージ店でアルバイトとして働いていた。 ． 

(B)本件申述者 1は、本件各購入者誓約書に記載されている本件各商品を

貿つておらず、本件各商品を見たこともなく、本件各商品を買うことがで

きるほどの資金も持つていない。また、本件申述者 1は、本件各購入者哲

約書の「販売者氏名／名称」欄に記載のある名称(.............)

についても聞いたことがない。

(C)本件各購入者誓約書に記載されている署名は本件申述者 1の字に間違い

ないが、本件申述者 1が署名した時には、購入者誓約書に販売者氏名、商

品名、数量、金額などは記載されていなかった。

(D)本件申述者 1が購入者誓約番に署名したのは、以前勤務していたマッ

サージ店のママの友達である■■■汝性から頼まれたのがきっかけである。
本件申述者 1は、その■■■＇女性と一緒にタクシーに乗り、どこかのオ
フィスに行き、その一 女性に言われるがままに、そのオフィスの中に

いた日本人男性に旅券を預けて、購入者誓約書に署名した。その日本人男

性は、本件申述者 1の旅券を持ってオフィスの奥の部屋に行き、 10分後＜

らいに戻ってきて本件申述者 1に旅券を返した。このほかにも、本件申述

者 1は、その一 女性らと別のオフィスに行って、旅券を預け、・購入者

．誓約書に署名したことがあった。本件申述者 1が購入者誓約書に署名をし

に行く際は、必ずその一 女性と一 が一緒にいた。

(E) （本件調査担当職員が、本件申述者 1に対し、 一 （以下「■■＇」と
いう。）の写真を提示したところ）この女性がママの友達である■■■＇女
性に間違いない。

(F)本件各購入記録粟等写しに写っている旅券は、ページ番号や割り印の位

置から本件申述者 1の旅券であることは間違いないが、本件申述者 1が旅

券を預けて返却された時には、本件各購入記録票等写しに写っている購入

記録票は旅券に貼られていなかった。
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B 本件各申述者のう ち （以下「本件申述者2」という。）は、

令和4年3月14日、本件調査担当職員に対し、要旨次のとおり申述した。

(A)本件申述者 2は、本件各購入者誓約書に記載されている本件各商品を

買っていないし、そもそも本件各購入記録粟等写しに映っている各購入記

録票に記載された金の小判を見たことがない。本件申述者 2は、それらの

商品を買えるだけの資金を持っていない。

(B)本件申述者 2は、購入者誓約書に一度だけ署名したことがあるが、商品

名や金額など何も書かれていない白紙のものに署名した（なお、当該購入

者誓約書は、本件各購入者誓約書ではなく、本件各更正処分の対象となっ

た譲渡以外の譲渡に関するものである。）。•本件申述者 2 は、令和 2 年の

夏頃だったと思う が、親族である■■■'の知人である＇■|■・女性を助ける
ため、その■■■l女性と 2人でオフィスのような部屋に行き、日本人と思
われる男性から、白紙の購入者誓約書を渡され、署名した。それから、本

件申述者2がその男性に旅券を預けると、その男性は、本件申述者2の旅

券を持って部屋の奥に行き、 5分ほどしてから旅券を本件申述者 2に返し

た。

(C) （本件調査担当職員が、本件申述者 2に対し、 ■■の写真を提示したと
ころ）断定はできないが、その■■■I女性は、・写真の女性に髪型や年齢層
などが近い人だった。

(D)本件各購入者替約書に記載されている署名は、本件申述者2の字ではな

vヽ。

(E)本件各購入記録票等写しに写っている旅券のページ番号や割り印の位置

から、本件申述者 2の旅券であることは間違いないが、本件各購入記録票

等写しに写っている購入記録票は見たことがない。

C 本件各申述者のうち （以下「本件申述者 3」とい

う。）は、令和4年4月20日、・本件調査担当職員に対し、要旨次のとおり申

述した。

(A)本件申述者 3は、本件各購入者誓約書に記戟されている本件各商品を

買っていないし、•そもそも金のメダルを見たことがない。本件申述者 3 は、

本件各購入者誓約書に書いてあるような本件各商品を買えるだけの資金を
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持っていない。

(B)本件各購入者誓約書に記栽されている署名は本件申述者 3が筈いたもの

であることは間違いないが、本件申述者3が署名した時には、商品名や金

額など何も書かれておらず、白紙の購入者笹約書だった。

．本件申述者3は、令和 2年5月か6月頃、・■'にあるアジアンスーパー
で出会った一女性から頼まれて、白紙の購入者誓約書に署名したり、

旅券を預けたりした。本件申述者3が初めて白紙の購入者誓約書に署名し

たのは■■■＇付近の喫茶店で、その・ ■■'女性と一緒にいた日本人男性に
旅券を預け、白紙の購入者誓約書に署名した。その日本人男性は、本件申

述者 3の旅券を持って10分くらい喫茶店の外へ出て行った。合計 7回から

8回ほどその■'-女性と日本人男性に会ったが、毎回同じ作業をした。
(C)― （本件調査担当職員が、本件申述者 3に対し、一の写真を提示したと

ころ）旅券を預けるように本件申述者3に言ってきた一女性に間違い

ない。

(D)本件各購入記録栗等写しに写っている旅券は、旅券のベージ番号や、免

税の割り印の位芭から、本件申述者3の旅券であることに間違いないが、

本件各購入記録粟等写しに写っている購入記録票は見たことがな．い。本件

申述者 3が旅券をその■■■l女性と一緒にいた日本人男性に預けて、本件
申述者 3の元に旅券が戻ってきた時には、購入記録票は貼られていなかっ

た。

D 本件各申述者のう ち■■---（以下「本件申述者4」という。')

は、令和4年 6月16日、本件調査担当職員に対し、要旨次のとおり申述した。

(A) 本件申述者4は、本件各購入者誓約香に記載されている本件各商品を

買っていないし、そもそも金のメダルを見たことがない。本件申述者4は、

本件各商品を買えるだけの資金を持っていない。

(B)本件各購入者誓約書に記載されている署名は本件申述者4が書いたもの

でおることは間違いないが、本件申述者4が署名した時には、商品名や金

額など何も書かれておらず、白紙の購入者誓約書であった。

(C) 本件申述者 4 は、令和 2 年 6 月頃、＇~レストランで■■

■に声を掛けられ、免税の買物を手伝うように頼まれた。本件申述者4は、
-19 -
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審査請求人

ーと一緒に建物に入り：事務所のような部屋の中で日本人の男性から

旅券を出してほしいと言われたため、その男性に旅券を預け、その間に、

白紙の購入者菩約書に署名してほしいと言われ、署名した。預けた旅券は、

その日本人男性に預けて10分ほどで本件申述者4に返された。 ・

(D) （本件調査担当職員が、本件申述者4に対し、一の写真を提示したと

ころ）この女性とは一度会ったことがある。本件申述者4は 、一から

の指示でこの女性と待ち合わせして、白紙の賭入者誓約書に署名したこと

がある。この女性のしゃべり方や発音から、恐らく一ヵ、一だと思

う。

(E)本件申述者4は、本件各購入記録栗等写しに写っている請入記録票は見

たことがない。

E 本件申述者 1ないし本件申述者4以外の本件各申述者も、全ての者が、本

件調査担当職員に対し、上記AないしDと同様に、①本件各商品を購入してお

らず、②本件各商品を購入するだけの資金を持っておらず、③本件各購入者

誓約書に署名していない、又は、・本件各購入者誓約書に署名した際は、．必要

事項の記載がされていない状態の購入者誓約書に署名するよう依頼されて署

名した旨を申述した。また、本件申述者1ないし本件申述者4以外の本件各

申述者の大半の者が、④本件各購入記録票等写しに写っている購入記録粟を

見たことがなく、・ ⑤自分の旅券を一時的に第三者に貸与し、当該旅券が返却

された時には、購入記録票は貼付されていなかった旨を申述し、その他の者

についても、同様の状況にあったことがうかがえる申述をしている。

(n) 本件代表者の申述及び答述の内容

A 本件代表者は、令和 3年9月9日、本件調査担当職員に対し、要旨次のと

おり申述した。

(A)購入者からの受注は旅行ガイドが行う。請求人は、旅行ガイドからの連

絡を受けてから仕入先に依頼し、購入者が来店するまでに商品を用意して

しヽた。

(B)仕入先からの商品の受取は、本件代表者が仕入先の店舗にトランクで現

金を持参し、目の前で計量するところを確認した上で、現金と商品を交換

することにより行っていた。
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(C)販売時には、旅行ガイドが購入者を連れて約束の日時に来店し、当日に

購入の意思と本人確認を行った上で：商品を販売していた。決済は日本円

の現金であった。

(D)顧客対応は、翻訳アプリを使用し、本件代表者が直接行っていた。

B 本件代表者は、令和5年 5月31日、再調査審理庁に対し、本件各商品の販

売手続について、要旨次のとおり申述した。 ' 

(A)旅券で氏名、国籍、生年月日、．顔写真、筆跡、滞在期間などを確認する。

(B)顧客に購入者誓約書に署名をしてもらう際、購入者哲約書の見本を顧客

に見せ、見本の青文字の部分に署名をしてもらう。日本語が分からなくて

も署名をしてもらえるよう、見本では本件代表者が記載する部分を赤文字、

署名欄のみを青文字にしていた。また、その際に、本件代表者は筆跡を確

認するようにしていた。

(C)本件代表者が、購入者誓約書と複写になっている購入記録票を旅券に貼

り付け、割り印を押し、旅券の割り印を押したページ、顔写真があるペー

ジ及び滞在期間のあるベージをコピーする。

(D) これらが全て終わったところで、本件代表者は顧客に商品を渡し、顧客

に商品を確認してもらってから現金を受け取る。本件代表者は、受け取っ

た現金を確認し、領収書を渡す。

C 本件代表者は、令和 6年4月1日、当審判所に対し、本件各商品の販売方

法について、要旨次のとおり答述した。

(A) 本件代表者は、注文を受けた翌日には仕入先に連絡を入れ、 • 発注してい

・た。

(B)本件代表者は、顧客の来店予定日に仕入先に連絡して商品の仕入金額を

確認した上で、鍵のかかるトランクケースに現金を入れて仕入先のところ

に商品を取りに行く。本件代表者は、注文した商品を確認した上で現金を

支払い、受け取った商品を同じトランクケースに入れて本件輸販場に戻る。

(C)顧客が来店する際、顧客は必ず旅行ガイドを伴って来店するため、本件

輸販場には最低でも本件代表者、顧客及び旅行ガイドの 3名がいた。

(D) 本件各商品の顧客への販売手続については、おおむね次のとおりであっ

た。
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a 本件代表者が、旅券により本人確認を行う。

b 旅券の本人確認で問題がなければ、本件代表者は、顧客の目の前で商

品をトレイに並べて見せ、顧客に販売金額を伝える。

c 購入の意思が確惚できたら、オーダーシートの「発注者」襴に顧客本

人にサインをしてもらうとともに、本件代表者は顧客の目の前で旅券を

見ながら、購入者誓約書に「旅券番号」、 「国籍」、 「購入年月日」、．

「購入者氏名」、 「生年月日」、 「上陸年月日」、 、「在留資格」をそれ

ぞれの欄に記載し、全ての記載が終わった後、顧客に購入者誓約書の

「署名」欄に署名をしてもらう。そして、購入記録票を旅券にホチキス

留めし、割り印をする。

d 本件代表者は、顧客の了解を得た上で商品と旅券を持って本件輸販場

の奥の事務机のところに行き、商品の脇に旅券の写真部分を開いて置い

て写真を撮る。 ＇ 

e 本件代表者は、顧客に旅券を返却した後で、代金の支払を求め、現金

を受け取ると顧客の面前で金額等を確認する。問題がなければ領収書を

作成し、領収書及び本件各商品を顧客に渡す。

（ハ）関係者の各申述及び答述の信用性についての検討

A 本件各申述者の各申述について

上記（イ）のとおり、本件各申述者は、全ての者が、①本件各商品を購入して

いない旨、②本件各商品を購入するだけの資金を持っていない旨及び③本件

各購入者誓約書に署名していない、又は、購入者誓約書に署名した際は、必

要事項の記載がされていない状態の購入者誓約書に署名するよう依頼されて

署名した旨申述した。また、本件各申述者のうちの大半の者が、・④本件各購

入記録栗等写しに写っている購入記録票を見たことがない旨及び⑤自分の旅

券を一時的に第三者に貸与し、当該旅券が返却された時には、購入記録粟は

貼付されていなかった旨を併せて申述しているところ、本件各申述者は、本

件各購入者誓約書に署名した経緯や状況、あるいは、本件各購入者誓約書の

署名が本件各申述者のものではないことなどについて、それぞれ具体的に述

べている上、外国人旅行者である本件各申述者が数千万円もの多額の日本円

の現金を本件輸販場に持参・して本件各商品に係る支払をするのは困難である
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といえることに照らすと、その申述内容は自然かつ、合理的なものであるとい

える。

また、本件各申述者のうち大半の者は、自分の旅券を一時的に第三者に貸

与したことや、必要事項の記載がされていない購入者替約書に署名したこと

など、これらの者が不正な行為に関与したことをうかがわせる内容の申述を

しており、これはこれらの者に不利益をもたらし得るものであるといえると

ころ、これらの者があえて自己に不利益をもたらし得る虚偽の申述をすると

は考え難い。

以上からすれば、本件各申述者の申述内容は信用できる。

B 本件代表者の申述及び答述について

上記 (n) のとおり、•本件代表者は、本件各譲渡が本件各名義人に対して行わ

れたものであることを前提に申述又は答述しているが、上記Aのとおり信用で

きる本件各申述者の申述内容と相反する内容である上、外国人旅行者である

本件各名義人が本件輸販場に数千万円もの多額の現金を持参して購入してい

たなどという申述及び答述の内容は、極めて不自然かつ不合理である。

また、本件代表者は、本件各譲渡の際に本件各名義人の旅券に購入記録票

を貼付していた旨を申述又は答述しているが、上記口の(n)のとおり、購入記

録票は出国時にその出港地を所管する税関長に提出することとなっており、

本件各名義人76名のうち54名が東京国際空港又は成田国際空港から出国した

にもかかわらず、東京税関羽田税関支署及び同成田税関支署において回収さ

れた購入記録栗には、本件各購入記録票等写しの基となる購入記録粟が 1枚

も確詔できなかったことからすると、本件代表者の上記申述及び答述は不合

理であるといわなければならない。

以上からすれば、本件各譲渡が本件各名義人に対して行われたものである

ことを前提とする本件代表者の申述及び答述は、いずれも信用することがで

きないことはもとより、本件代表者が請求人の代表者であり、かつ、上記ロ

の（イ）のBのとおり、9 本件輸販場を本件代表者一人だけで運営していたことか

ら、本件各譲渡に関して、記憶違いなどの故意によらない申述及び答述の誤

りをするとは考え難いことも併せると、本件代表者の申述及び答述は、積極

的に虚偽の申述及び答述をしたものであるといわなければならない。
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（二）関係者の各申述及び答述から認定できる事実

A 上記（ハ）のAのとおり、信用できる本件各申述者の各申述からすれば、本件

各申述者分の本件各譲渡については、本件各申述者は、本件各商品の代金の

支払をせず、本件各商品の引渡しも受けておらず、本件各商品の実際の購入 ・

者ではなかったと認められ、また、上記 1の(3)のホのとおり本件輸販場で保

存されていた本件各申述者分の本件各購入者誓約書及び本件各購入記録粟等

写しは、必要事項の記載がされていない状態の購入者誓約書に本件各申述者

の署名がされたものを用いて作成され、あるいは、本件各申述者の関与なく

作成された本件各購入者誓約書及び本件各購入記録票等写しを、請求人がい

ずれかから入手するなどしたものであったと認められる5

つまり、請求人は、本件各譲渡のうち、本件各申述者の名義を用いてされ

たものについて、実際の購入者ではない本件各申述者に対する免税販売であ

るかのように装ったのであり、本件各申述者に対する譲渡である旨の本件各

購入者誓約書及び本件各購入記録票等写しには虚偽の内容が記載されている

と認められる。

B そして、諸求人が上記Aのとおり実際の購入者ではない非居住者に対する免

税販売であるかのように装ったのは、本件各譲渡のうち本件各申述者の名義

を用いてされたものにとどまらないというべきである。すなわち、上記口の

（イ）のAのとおり、請求人の事業形態は、•仕入れた商品の販売のみでは利益が

生じず、仕入高に係る消費税等相当額につき還付を受けることで利益が生じ ．

るというものであったこと、上記Aの本件各申述者分の本件各譲渡については、

相互に関係のない本件各申述者16名の名義によってされたものであり、かつ、

令和元年10月2日から令和 3年5月17日までの間、その時期を異にして、 16

回にわたって繰り返されていたものであったが、実際に本件各申述者による

本件各商品の購入がされたものがなかったこと、別表 1のとおり、本件各申

述者の本件各譲渡とそれ以外の本件各譲渡とでは、譲渡された商品、購入者

及び販売金額などの点において特段の相違点は見られないこと、 •上記（Jヽ）のB

のとおり、本件代表者があえて虚偽の申述及び答述をして、請求人において

行われていたとする外国人旅行者に対する本件各商品の販売事業の実態の全

容を偽ろうとしていたといえることからすれば、本件各課税期間における請
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求人の事業実態は、本件各譲渡の全てが、消費税等相当額の不正還付を受け

るために、上記Aと同様に、実際の購入者ではない本件各名義人に対する免税

販売であるかのよう．に装って行われたものであったと認められる。

— 検討
上記イのとおり、消費税法第8条第 1項に規定する非居住者に対する譲渡とい

えるためには、譲渡によって免税対象物品の所有権が当該非居住者に移転したこ

とを要し、非居住者による名義貸しなどにより、当該非居住者が実際の購入者で

ない場合には、当該免税対象物品の所有権が当該非居住者に移転したどはいえず、

同項に規定する非居住者に対する譲渡とはいえないところ、上記ハの（二）のBのと

おり、本件各譲渡については、請求人が、本件各商品の実際の購入者ではない本

件各名義人に対する免税販売であるかのように装ったものであったから、本件各

商品の所有権が本件各名義人に移転したとはいえない。

したがって、本件各譲渡は、本件各名義人に対して行われたものではなく、．消

費税法第8条第 1項に規定する非居住者に対する譲渡に該当しない。

ホ 請求人の主張について

（イ）請求人は、上記 3の(1)の「請求人」欄のイのとおり、請求人は、法令上の手

続に従って本件各名義人に本件各商品を交付しており、全ての取引において、

免税品譲渡の実態が存在し、本件各申述者の各申述は信用できないばかりか、

僅か17名かつ信用性の著しく低い申述をもって、 81件全ての非居住者性を立証

するなど暴論といわざるを得ず、また、同一の本件各名義人との取引であるに

もかかわらず、更正処分を行った課税期間と行っていない課税期間が存在して

おり、原処分は合理的ではない旨主張する。

しかしながら、上記ハの（二）のとおり、請求人が本件輸販場において保存して

いた本件各購入者誓約書及び本件各購入記録票等写しは、必要事項の記載がさ

れていない状態の購入者誓約書に本件各名義人の署名がされたものを用いて作

成され、あるいは、本件各名義人の関与なく作成されたものを、請求人がいず

れかから入手するなどしたものであったから、これらをもって本件各譲渡が本

件各名義人に対して行われたものであったとは認められない。また、本件各申

述者の各申述は信用でき、かつ、請求人が実際の購入者ではない非居住者に対

して免税販売をしたかのように装ったのは、本件各瞭渡のうち本件各申述者の
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名義を用いてされたものにとどまらないのは、‘上記ノ＇ヽの（：：）の Bのとおりである。

さらに、同一の本件各名義人との取引について、更正処分を行った課税期間

と行っていない課税期間が存在していたとしても、本審査請求に係る原処分の

対象である本件各課税期間以外の事情が本審査請求に係る当審判所の判断を左

右する事情にはならない。

したがって、請求人の主張には、いずれも理由がない。

(n)請求人は、上記 3の(1)の「請求人」欄の口のとおり、請求人が本件各名義人

の旅券に購入記録票を貼付した事実は明らかであり、請求人には、貼付した購

入記録票を剥がす理由もなければメリットもない旨及び本件各課税期間に東京

税関において購入記録粟の回収状況を確認していない課税期間があることから、

購入記録票の回収の有無は更正処分を課す根拠ではないと認めるものであり、

本件輸販場の購入記録粟が税関当局から確認できなかったことは、免税購入者

が購入記録票を請求人から受領していなかったことを明らかにするものではな

い旨主張する。

しかしながら、上記ハの(,ヽ）のBのとおり、本件各名義人の旅券に購入記録票

を貼付していた旨の本件代表者の申述及び答述は信用できず、同（二）のとおり、

本件各購入記録栗等写しは虚偽の内容で作成されたものと認められることから、

請求人が本件各名義人の旅券に購入記録票を貼付した事実は認められない。 • ま

た、上記ハの（：：）のBのとおり、本件各課税期間における請求人の事業実態は、

本件各譲渡の全てが、消費税等相当額の不正還付を受けるために、実際の購入

者ではない本件各名義人に対する免税販売であるかのように装って行われたも

のであったと認められるのであるから、本件各課税期間に東京税関において購

入記録粟の回収状況が確認できていない課税期間があったとしても、上記判断

の結論を左右するものではない。

したがって、請求人の主張には、いずれも理由がない。

(2)争点2 （請求人に通則法第68条第 1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当す

る事実があったか否か。）について

イ 法令解釈

重加算税の制度は、納税者が過少申告をするについて隠廠、仮装という不正手

段を用いた場合に、過少申告加算税よりも重い行政上の制裁を科することによっ
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て、悪質な納税義務違反の発生を防止し、もって申告納税制度による適正な徴税

の実現を確保しようとするものである。

そして、通則法第68条第 1項にいう「事実を隠蔽」するとは、課税標準等又は

税額等の計算の基礎となる事実について、これを隠蔽しあるいは故意に脱涌する

ことをいい、また、 「事実を仮装」するとは、所得、財産あるいは取引上の名義

等に関し、あたかも、それが事実であるかのように装う等、故意に事実をわい曲

することをいうと解するのが相当である。

ロ検討

上記(1)のハの（二）のとおり、本件各譲渡については、請求人が、本件各商品の

実際の購入者ではない本件各名義人に対する免税販売であるかのように装ったも

のであり、本件各譲渡が本件各名義人に対してされた旨の虚偽の内容が記載され

た本件各購入者誓約書及び本件各購入記録票等写しを入手するなどして本件輸販

場に保存し、上記 1の(3)のへのとおり、本件各集計表にも本件各名義人に対する

売上高として計上していた。．

そうすると、請求人において、本件各譲渡が本件各名義人に対して行われたも

のではなかったのに、あたかも本件各名義人に対して行われたかのように装って

故意に事実をわい曲．したものといえる。

したがって、請求人に通則法第68条第 1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」

に該当する事実があったと認められる。

ハ請求人の主張について

請求人は、上記 3の(2)の．「請求人」欄のとおり、本件代表者は本件各名義人に

白紙の購入者誓約書を作成させるなどの不法行為を全く認めておらず、そのよう

な行為を想定させる申述及び答述も行っていない旨及び請求人が白紙の購入者誓

約容に署名させ、又は内容虚偽の購入者誓約書を作成させたことを証明するに足

りる証拠は存在しないし、実際にそのような事実はなく、請求人は、課税標準又

は税額の計算の基礎となる事実の隠蔽も仮装行為も全く行っておらず、重加算税

の賦課要件を満たしていないことは明らかである旨主張する。

．しかしながら、本件代表者の申述又は答述の有無にかかわらず、上記(1)の二の

とおり、本件各名義人は本件各商品の実際の膜入者ではなく、また、同ハの(::.)の

とおり、本件各賭入者誓約書は本件各譲渡における購入者を本件各名義人とする
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内容虚偽のものであったと詔められるから、請求人の主張には理由がない。

(3)争点 3 （本件輸販場は消費税法第8条第7項に規定する「輸出物品販売場として施

設その他の状況が特に不適当と認められる場合」に該当するか否か。）について

イ 法令解釈等

消基通8-2-6の(2)は、消費税法第8条第 7項の規定により輸出物品販売場

の許可を取り消すことができる場合の取扱いとして、同項に規定する「輸出物品

販売場として施設その他の状況が特に不適当と認められる場合」とは、非居住者

に対する販売場としての施設等が十分なものでなくなった場合、経営者の資力及

び信用が薄弱となった場合等、輸出物品販売場として物的、人的、資金的要素に

相当な欠陥が生じた場合をいう旨定めているところ、当該取扱いは、同項の規定

を踏まえ、これらの要素に相当な欠陥が生じた場合には、その許可を取り消すこ

とができることを明らかにしたものであり、当審判所においても相当であると認

められる。

ロ検討

上記(2)の口のとおり、請求人は、本件各譲渡が本件各名義人に対して行われて

いないにもかかわらず、本件各譲渡が本件各名義人に対してされた旨の虚偽の内

容が記栽された本件各購入者誓約書及び本件各購入記録票等写しを入手するなど

して本件輸販場に保存していた。これらの請求人の行為は、当該内容虚偽の本件―

各購入者誓約帯及び本件各購入記録粟等写しを基に、本件各譲渡をあだかも本件

各名義人に本件各商品を該渡したかのように仮装し、消贅税法第 8条に規定する

輸出物品販売場制度を利用することにより不正に消費税等相当額の還付を受けよ

うとしたものと認められる。

そして、上記(1)の口の（イ）のBのとおり、本件代表者は、請求人の設立当初から

一人だけで業務を行っているところ、その本件代表者が不正に消費税等相当額の

還付を受けるために仮装行為を行い、消費税法所定の免税手続等を適正に履行し

ていなかったことは、本件代表者の信用が薄弱となったと評価することができ、

輸出物品販売場として人的要素に相当な欠陥が生じたものと認められる。

したがって、本件輸販場は、消喪税法第 8条第 7項に規定する「輸出物品販売

場として施設その他の状況が特に不適当と認められる場合」に該当するものと認

められる。
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ハ 請求人の主張について

請求人は、上記 3の(3)の「請求人」欄のとおり、本件輸販場は、非居住者に対

する販売場としての施設等が十分なものであり、かつ、請求人は不正な免税販売

は一切行っていないところ、本件許可取消処分の原因となった本件各更正処分等

が違法であることから、本件許可取消処分は取り消されるべきである旨主張する。

しかしながら、本件代表者が仮装行為を行い、消費税法所定の免税手続等を適

正に履行していなかったことは、上記口で述べたとおりである。そして、このこ

とにより、本件代表者の信用が薄弱となったと評価することができ、輸出物品販

売場として人的要素に相当な欠陥が生じたものと認められるから、本件輸販場は

消費税法第8条第7項に規定する「輸出物品販売場として施設その他の状況が特

に不適当と認められる場合」に該当する。

したがって；請求人の主張には理由がない。

(4)争点4 （本件6月各充当処分は適法か否か。）について

イ検討

別紙2の2のとおり、・通則法第57条第 1項は、国税局長等は、還付金等がある

場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなっている国税

があるときは、還付金等をその国税に充当しなければならない旨規定した上で、

同条第 3項は、国税局長等は、同条第 1項の規定による充当をしたときは、その

旨をその充当に係る国税を納付すべき者に通知しなければならない旨規定してい

る。

上記 1の(4)の口の (9)のとおり、請求人には、．本件6月各充当処分の時点にお

いて別表4の5及び 6の各還付金がある一方、本件滞納税金が完納されていな

かったことから、原処分庁である■■■■■■員ま、本件6月各充当処分を行って
請求人にその旨を通知しており、その他、当審判所に提出された証拠資料等に

ょつても、本件6月各充当処分に瑕疵があると認めるべき事実は認められない。

．したがって、本件6月各充当処分は、通則法第57条第 1項及び同条第3項の要

件を満たし、適法である。

ロ 請求人の主張について

請求人は、上記 3の(4)の「請求人」欄のとおり、本件6月各充当処分の原因と

なった本件各更正処分等が違法であることから、本件6月各充当処分は取り消さ
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れるべきである旨主張する。

しかしながら、課税処分は、国税の納税義務を具体化し、その納付すべき税額

を確定させることを目的とする処分であるのに対し、充当処分は、納税者に納付

すべき国税と還付金等が共に存在している場合に、税務署長等が当該還付金等を

一方的に当該国税に充当し、当該還付金等の額の納付があったのと同様の効果を

生じさせる処分であるから｝両者はそれぞれ別個の法律効果の発生を目的とする

行政処分である。したがって、違法性は承継されず、先行する課税処分が重大か

つ明白な瑕疵により無効であるか、当該課税処分が充当処分の時点において違法

を理由として権限ある機関によって取り消されていた場合でない限り、先行する

課税処分の違法を理由として充当処分の取消しを求めることはできないものと解

するのが相当である。

当審判所の調査の結果において、本件各更正処分等を無効ならしめるような重

大かつ明白な瑕疵の存在をうかがわせる具体的事情は認められず、本件6月各充

当処分に係る本件各更正処分等が本件 6月各充当処分の前に取り消された事実は

ない。

したがって、本件各更正処分等の違法を理由として本件6月各充当処分の違法

を求めることはできず、請求人の主張には理由がない。

(5)争点5 （本件預金差押処分は適法か否か。）について

イ検討

別紙2の14のとおり、徴収法第47条第 1項柱書及び同項第 1号は、徴収職員は、

滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して

10日を経過した日までに完納しないときは、滞納者の国税につきその財産を差し

押さえなければならない旨規定している。

上記 1の．（4）の口の (n)のとおり、原処分庁である--fま、令和 5年2

月7日付で、請求人に対して本件当初滞納税金に係る督促をした上で、同（チ）のと

おり、同年 6月1日においても本件再処分滞納税金以外の本件滞納税金が完納さ

れていなかったことから、同日付で本件預金差押処分を行っており、本件預金差

押処分は、督促からio日を経過した日以後にされている。また、当審判所に提出

された証拠資料等によっても、本件預金差押処分に瑕疵があると認めるべき事実

は認められない。
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したがって、本件預金差押処分は適法である。

ロ 請求人の主張について

請求人は、上記3の(5)の「請求人」欄のとおり、本件預金差押処分の原因と

なった本件各更正処分等が違法であることから、本件預金差押処分は取り消され

るべきである旨主張する。

しかしながら、課税処分と滞納処分とは、それぞれ別個の法律効果の発生を目

的とする行政処分である。したがって、違法性は継承されず、先行する課税処分

が重大かつ明白な瑕疵により無効であるか、当該課税処分が滞納処分の時点にお

いて違法を理由として権限ある機関によって取り消されていた場合でない限り、

先行する課税処分の違法を理由として滞納処分としての差押処分の取消しを求め

ることはできないものと解するのが相当である。

当審判所の調査の結果において、本件各更正処分等を無効ならしめるような重

大かつ明白な瑕疵の存在をうかがわせる具体的事情は認められず、本件預金差押

処分に係る本件各更正処分等が本件預金差押処分の前に取り消された事実はない。

したがって、本件各更正処分等の違法を理由として本件預金差押処分の違法を

求めることはできず、請求人の主張には理由がない。

(6)本件各更正処分の適法性について

上記(1)の二のとおり、本件各譲渡は、消費税法第8条第 1項に規定する非居住者

に対する譲渡に該当せず、同項による消費税の免除はされない。これに基づき、請

求人の本件各課税期間の消費税の課税標準額及び納付すべき税額並びに地方消費税

の納付すべき税額を算出すると、本件各更正処分の額といずれも同額であると認め

られる。

また、本件各更正処分のその他の部分について、請求人は争わず、当審判所に提

出された証拠資料等によっても、これを不相当とする理由は認められない。

したがって、本件各更正処分はいずれも適法である。

(7)本件各賦課決定処分の適法性について

上記(6)のとおり、本件各更正処分はいずれも適法であり、同 (2)の口のとおり、

本件各課税期間において、請求人に通則法第68条第 1項に規定する「隠蔽し、又は

仮装し」に該当する事実があったと認められるから、請求人につき同項に規定する

重加算税の賦課要件を満たすものということができる。そして、当審判所において
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審査請求人

も、本件各課税期間の消費税等に係る重加算税の額は、本件各賦課決定処分におけ

る重加算税の額といずれも同額であると認められる。

したがって、本件各賦課決定処分はいずれも適法である。

(8)本件許可取消処分の適法性について

上記（3）の口のとおり、本件輸販場は、消費税法第8条第 7項に規定する「輸出物

品販売場として施設その他の状況が特に不適当と認められる場合」に該当するもの

と認められるから、本件許可取消処分は、争点についてこれを取り消すべき理由は

ない。

また、本件許可取消処分のその他の部分については、請求人は争わず、当審判所

に提出された証拠資料等によっても、これを不相当とする理由は認められない。

したがって、本件許可取消処分は適法である。

(9)本件6月各充当処分及び本件預金差押処分の適法性について

上記(4)のイ及び同(5)のイのとおり、本件6月各充当処分及び本件預金差押処分

は、争点についてこれを取り消すべき理由はない。

また、本件6月各充当処分及び本件預金差押処分のその他の部分については、請

求人は争わず、当審判所に提出された証拠資料等によっても、これを不相当とする

理由は認められない。

したがって、本件6月各充当処分及び本件預金差押処分は適法である。

(10)結論

以上のとおり、別紙 1の1並びに同 2の(1)の口及び二に記載の各処分に対する審

査請求は理由がないから、これを棄却することとし、その他の原処分に対する審査

請求及びその他の審査請求は不適法なものであるから、これを却下することとし、

主文のとおり裁決する。

-32 -



別表 1 本件各購入者哲約書の記載内容

購入年月日

令和元年10月2日

令和元年10月8日

令和元年10月10日

令和元年10月17H

令和元年10月28日

令和元年10月30日

購入年月日

令和元年11月5日
令和元年11月11日

令和元年11月13日

令和元年11月16日

令和元年11月18日

令和元年11月20日

令和元年11月25日

令和元年11月27日

購入年月日

令和元年12月7日

令和元年12月9日

令和元年12月12日

令和元年12月14日

令和元年12月16日

令和元年12月18日

令和元年12月23日

令和元年12月25日

賭入年月日

令和2年1月7日

令和 2年］月 11日

令和 2年 1月16日

令和2年 1月18日

令和 2年 1月21日

令和 2年 1月25日

令和 2年 1月27日

令和 2年 1月30日

品名

記念小判

記念小判

記念小判

記念小判

記念小判

記念小判

令和元年10月課税期間

品名

記念小判

記念小判

記念小判

記念小判

記念小判

記念小判

記念小判

記念小判

令和元年11月課税期間

品名

記念小判

記念小判

記念小判

記念小判

記念小判

記念小判

記念小判

記念＇小判

令和元年12月課税期間

品名

記念コイン

記念小判

記念小判

記念小判

記念小判

記念小判

記念小判

記念小判

令和2年 1月牒税期間
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別表 1 本件各購入者誓約書の記載内容（続き）

購入年月日

令和2年2月313 

令和 2年2月8日

令和 2年2月12日
令和2年2月15日

令和2年2月19日

令和 2年 2月22日

令和2年2月26日

・購入年月日

令和 2年 3月4日

令和 2年 3月7日

令和 2年3月14日

令和 2年3月19日

購入年月日

令和2年4月13日

令和2年4月18日

令和 2年4月21・日

令和2年4月25日

令和2年4月28日

購入年月日

令和2年5月13日

令和 2年5月18日

令和2年5月20日

令和2年5月27日
令和 2年 5月30日

購入年月 13

令和 2年6月18日.. 
令和 2年 6月24日

購入年月日

令和2年7月16日

令和 2年7月21日

令和2年7月28日

品名

記念小判

記念小判 ・

記念小判

記念小判

記念小判

記念小判

記念小判

品名

記念小判

記念小判

記念小判

記念小判

・品名

記念小判

記念小判

記念小判

記念小判

記念小判

令和 2年4月課税期間

品名

記念小判

記念小判

記念小判

記念小判

記念小判

令和2年 5月課税期間

品名

記念小判

記念小判

令和2年 6月課税期間

品名

記念小判

記念小判

記念小判
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審査請求人

別表 1 本件各購入者誓約書の記載内容（続き）

（単位：円

購入年月日， 品名

令和 2年8月11日 記念小判

令和 2年 8月17日 記念小判

令和2年8月24日 記念小判

令和 2年8月31日 記念,Jヽ判

令和 2年8月課税期間

購入年月日 品名

令和2年9月17日 記念小判

令和 2年 9月28日 記念小判

令和 2年9月30日 記念小判

令和 2年9月課税期問

購入年月日 .• 品名

令和 3年 1月14日 記念メダル

令和 3年1月21日 記念メダル

令和 3年 1月2613 記念メダル

令和3年 1月課税期間

購入年月日 品名

令和 3年 2月16日 記念メダル

令和 3年 2月18日 記念メダル

令和 3年 2月22日 記念メダル

令和 3年2月課税期間

購入年月日 品名

令和 3年 3月18日 記念メダル

令和3年3月23日 記念メダル

令和 3年3月25日 記念メダル

令和 3年 3月29日 記念メダル

令和 3年3月課税期間

躇入年月日 品名

令和 3年4月7日 記念メダル

令和 3年4月19日 記念メダル

令和 3年4月22日 記念小判

令和 3年4月26日 記念メダル

令和 3年4月28日 記念メダル

令和 3年4月課税期間

購入年月日 品名

令和 3年5月10日 記念メダル

令和3年 5月13日 記念メダル

令和 3年 5月17日 記念メダル

令和 3年5月課税期間
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別表2 本件各集計表の「売上高」勘定の記載内容

計上年月日

令和元年19月2日
令和元年10月8日

令和元年10月10日

令和元年10月17日

令和元年10月28日

勘定科目

金貨免税売J::.

金貨免税売上

金貨免税売上

金貨免税売上

金貨免税売上

令和元年10月30日 1 金貨免税売上

令和元年10月課税期間 計

計上年月日 I 勘定科目
令和元年11月5日

令和元年11月11日

令和元年11月13日

令和元年11月16日

令和元年11月18日

令和元年11月20日

令和元年11月25日

金貨免税売上

金貨免税売上

金貨免税売上

金貨免税売上

金貨免税売上

金貨免税売上

金貨免税売上

令和元年11月27日 1 金貨免税売上

令和元年11月課税期間 計

三`］：1:正
令和元年12月12日

令和元年12月14日

令和元年12月16日

令和元年12月18日

令和元年12月23日

金貨免税売上

金貨免税売上

金貨免税売上

金貨免税売上

金貨免税売上

令和元年12月25日 1 金貨免税売上

令和元年12月課税期間 計

令：2上年年1月月日7日 1 金：：：：＿I:.

令和 2年 1月11日

令和2年 1月16日

令和 2年 1月18日

令和2年 1月2113

金貨免税売上

金貨免税売上

金貨免税売上

金貨免税売上

王三二扇：：
-36 -

審査請求人



審査請求人

別表2 本件各集計表の「売上面」勘定の記戟内容（続き）

計上年月 H 勘定科目

令和 2年2月3日 金貨免税売上

令和 2年2月8日 金貨免税売上

令和2年2月12日 金貨免税売上

令和2年2月15日 金貨免税売上

令和 2年2月19日 金貨免税売上

令和 2年2月22日 金貨免税売上

令和 2年2月26日 1 金貨免税売上

令和 2年2月課税期間 計

計上年月日 l 勘定科目
令和 2年3月4日

令和 2年3月6日

令和 2年3月13日

金貨免税売上

金貨免税売上

金貨免税売上

令和2年3月19日 I 金貨免税売上
令和 2年3月課税期間 計

計上年月日 l 勘定科目
令和 2年 4月13日

令和 2年4月18日

金貨免税売上

金貨免税売上

王ロニ詞
計上年月日 1 勘定科目

令和 2年5月13日

令和 2年 5月18日

令和 2年5月20H

金貨免税光上

金貨免税売上

金貨免税売上

:::::::::1 :::::: 
令和2年5月課税期間計

：`王□三王令和2年6月課税期間 計

計J::年月日 ・1 勘定科目

令和 2年7月16日 金貨免税売上

:::::::;:1 :::::: 
令和 2年7月課税期間 計
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審査請求人

別表 2 本件各集計表の「売上高」勘定の記載内容（続き）

・計上年月日

令和 2年8月11日

令和2年8月17日

勘定科目

金貨免税売上

金貨免税売上

:::::::::1 :::::: 
． 令和 2年 8月課税期間計

計上年月日 勘定科目・

令和 2年 9月17日 金貨免税売上

令和 2年 9月28日 金貨免税売上

令和 2年 9月30日 金貨免税売上

令和 2年9月課税期間計

計上年月日 ・l 勘定科目

令和3年 1月13日

令和3年 1月21日

金貨免税売上

金貨免税売上

令和 3年 1月26日 I 金貨免税売上
令和3年 1月課税期間 計

計上年月日 勘定科目 ＇

令和3年 2月16H 金貨免税売上

令和 3年2月18日 金貨免税売上

令和3年 2月2213 金貨免税売上

令和 3年 2月課税期間 ．計

計上年月日 勘定科目

令和3年3月18日 金貨免税売上

令和 3年3月23日 金貨免税売上

令和 3年 3月25日 金貨免税売上

令和 3年3月29日 金貨免税売上

令和 3年 3月課税期間計

計上年月日

令和3年4月7日

勘定科目

金貨免税売上

令和 3年 4月19日 金貨免税売上

令和 3年4月22日 ． 金貨免税売上

令和 3年4月26日 金貨免税売上

令和3年4月28日 金貨免税売上

令和 3年4月課税期間．計 ． 

計上年月 H 勘定科目

令和 3年 5月10日 金貨免税売上

令和 3年 5月13日 金貨免税売上

令和 3年 5月17日 金貨免税売上

令和 3年 5月課税期間計

-38 -



別表 3 審査請求に至る経緯

臓税期間

令和元年10月
諷税期間

令和元年11月
慶税”LLLL

令和元年12JI
課税期間

令和2年 1月
霰税綱霞！

令和2年2月
課税期f1I

審査請求人

更iE処分寄②
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（単位：円）

再冑葺の請求 再調査決定

令和5年3月3日l令和5lr,OJl27日付

全郭の取精し 棄

令和5年3月3日1令和S隼6月21B付

全郎の歌清し 棄輝

令和5年4月25Hl令l¥>5學6月”，R付

全卸の取謂し 棄却

全郎の取瞬し 棄却

令和5年4月26aI令和6隼6月m田付

全郎の取消し 棄却



別表 3

課税期間

令和2年3
識税期間

令和2年4
麟税期間

令和2年6
震税斯間

令和2年7
課税期間

審査請求人

審査請求に至る経緯（続き）
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（単位：円）

再●査の＂＊ 再消査決定

令和 5年4 月 2•SB l 令和5●6 月 mH付

全廓の取滸し 棄輝

令和5年4月25日I令和5隼6月29日付

全郎の取清し 棄紐

全節の取消し 棄却

全飩の取渭し 棄却

令和5年3月3131令和6年6月21B付

全綿の歌消し 1 棄却



別表3 審査請求に至る経緯（続き）

課税期間

令和2年8月
課税期間

令和2年9月
襲税携間

令和3年1月
課税期間

令和3年2月
課税鼻濶

令和3年3月
課税期間

審査請求人・

更正処分等②

-41 -

（単位：円）

再調査の＂求 再輝査決定

令和5年3月3日1令和5年6月27B付

全部の取消し 棄却

全部の取消し 棄却

令和5年3月3日1令和5年6月27日付

全部の取消し 棄却

全邸の取消し 棄却

令和5年4月25日l令和5年6月27田付

全部の取消し 棄却



審査請求人

別表3 審査請求に至る経緯（続き）

（単位：円）

鼻税期間 再鵬畜の＂＊ 再Ill査決定

／
 

更正処分鱒②

7 1令和5年3月3日l會和5年6月""付

令和3年4月
●税期間

全郎の取消し 棄埠

／
 

令和3年5月
屍税期間

ー、

／
 

ー

令 5年3月3Hl令和5年6月2711H

／
 

全綿の取fl11し 棄蝸

ー
（注） 「納付すべき消費税額」欄及び．「納付すべき地方消費税額」欄の△印は、 消費税等

の還付金の額に相当する税額を示す。

別表4 消費税等の還付金

（単位：円）

番号 課税期間 発生年月日

ー 令和3年 1月課税期間 令和 3年 4月14日

2
 
令和3年4月課税期間 令和 3年 7月 6日

3
 
令和 3年 5月課税期間 令和 3年 7月 15日

4
 

令和4年5月課税期間 令和 4年 7月29日

5

6

 

令和3年 2月課税期間 令和 3年 4月 1413 

令和3年3月課税期間 令和 3年 5月 17日
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審査請求人

別表5-1 本件当初滞納税金（令和 5年 2月6日現在）

（単位：円）

年度 税目 納期限 延滞税 備考

令和4 消費税等 令和5年1月23日 法律による金額
令和元年］0月
課税期間更正

令和4 消費税等 l令和 5年 1月23f.l 法律による金額 1
令和元年11月
森税期間更正

令和4 消費税等 l令和5年1月23日 法律による金額 1
令和元年12月
粽税期間更正

令和4 消費税等 l令和 5年1月23日 法律rよる金額 l令和 2年・1月
.... '課税期間更正

令和4 消費税等 l令和 5年 1月23日 法律による金額 l令和2年2月
靱税期間更正

令和4 消費税等 l令和 5年1月23日 法律による金額 l令和2年3月
牒税期間更正

令和4 消費税等 l令和 5年 1月23日 法律による金額 I令和 2年4月
既税期間更正

令和4 消費税等 l令和5年 1月23日 法律による金額 l令和 2年5月
課税期間更正

令和4 滸費税等 l令和 5年 1月23日 法律による金額 l令和 2年6月
課税期間更正

令和4 消費税等 I令和5年1月23日 法律による金額 l令和 2年7月
課税期間更正

令和4 梢費税等 I令和 5年 1月23日 法律による金額 l令和 2年8月
課税期間更正

令和4 消費税等 I令和5年 1月23日 法律による金額 l令和 2年9月
課税期間更正

令和4 消費税等 I令和5年1月23日 法律による金額 l令和 3年1月
課税期間更正

令和4 消費税等 I令和 5年 1月23日 法律による金額 I令和 3年2月
課税期間更正

令和4 消費税等 l令和 5年 1月23日 法律による金額 1
令和 3年3月
課税期間更正

令和4 消費税等 l令和 5年 1月23日 法律による金額 I令和3年4月
課税期間更正

令和4 消費税等 l令和 5年 1月23日 法律による金額 1
令和 3年5月
課税期間更正
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審査請求人

別表 5-2 本件滞納税金（令和 5年4月27日現在）

（単位：円）

年度 税目 納期限 延滞税 備考

令和4 消費税等 I令和5年1月23日 法律による金額
令和元年10月
課税期間更正

令和4 消費税等 I令和5年1月23日 法律rよる金額 1 令和元年11月
... 課税期間更正

令和5 消費税等 I令和5年5月15日 法律I?よる金額 I 令和元年12月
一 課税期間更正

令和5 消費税等 I令和5年5月15日 法律rよる金額 l令和2年 1月
し 諜税期間更正

令和5 消費税等 I令和5年5月15日 法律1~ よる金額 1 令和2年 2月
.... 課税期間更正

令和5 消費税等 I令和5年5月15日 法律1マよる金額 I 令和2年 3月
..... 課税期間更正

令和5 消費税等 I令和5年5月15日 法律rよる金額 1 令和2年4月
し 課税期間更正

令和5 消費税等 I令和5年5月15日 法律rよる金額 1 令和2年 5月
一 課税期間更正

令和5 消費税等 I令和5年5月15日 法律rよる金額 1 令和2年 6月
一 課税期問更正

令和4 消費税等 I令和5年1月23日 法律rよる金額 | 令和2年 7月
,._ 課税期問更正

令和4 I消費税等 I令和5年1月23日 法律rよる金額 1 令和2年 8月
一 謀税期間更正

令和5l消費税等 I令和5年5月15日 法律じよる金額 I 令和2年 9月
一 課税期間更正

令和4 消費税等 I令和5年1月23日 ． -I 令和3年 1月
課税期間更正

令和5 消費税等 I令和5年5月15日 法律rよる金額 I 令和3年 2月
一 鰈税期間更正

令和5I消費税等 I令和5年5月15日 法律rよる金額 | 令和3年 3月
し 諫税期間更正

令和4 消費税等 I令和5年1月23日 -l 令和3年4月
課税期間更正

令和4 消費税等 I令和5年1月23日 1 令和 3年 5月
謀税期間更正
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別表6-1 令和 5年 2月8日付の各充当処分及び各委託納付の明細

（単位：円）

番号
（別表4の書号と11!l一）

税目 課税期間 充当・委託納付の別

消費税等 I令和元年IO月課税期間 委託納付

ー

消費税等 I令和3年 1月課税期間 充当

消費税等 I令和元年10月課税期間 委託納付

2
 消費税等 I令和 3年4月課税期間 充当

消費税等 I令和元年10月課税期間 委託納付

3
 充当

4
 

消費税等 1令和3年5月課税期間

消費税等 令和元年10月課税期間 委託納付

5
 

消費税等 令和元年10月課税期間

消栄税等 令和3年2月課税期間

委託納付

消贅税等 I令和元年10月課税期問

、充当

委託納付

6
 消費税等 I令和 3年3月課税期間 充当

（注） 「番号」欄が「 5」及び「 6」の各充当処分及び各委託納付については、令和 5

年 6月27日付で取り消されている。

別表 6-2 令和 5年 6月27日付の各充当処分及び各委託納付の明細

（単位：円）

番号 税目 課税期間 充当・委託納付の別
（別賽4の書号と同一）

消費税等 I令和元年10月課税期間 1 委託納付

5 

消費税等 令和3年2月課税期間 1 充当

消費税等 令和元年10月課税期間 1 委託納付

6 

消費税等 令和3年 3月課税期間 1 充当
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別表7 請求人の本件各課税期間における売上高及び仕入高

課税期間 仕入高（税込金額）

令和元年10月課税期間 167,161,395 

令和元年11月課税期間 221,180,160 

令和元年12月課税期間 222,356,335 

令和2年 1月課税期間 236,029,995 

令和 2年 2月課税期間 212, 191, 280 

令和 2年 3月課税期間 118,718,200 

令和 2年4月課税期間 158,612,955 

令和 2年 5月課税期間 160,514,855 

令和 2年 6月課税期間 64,699,435 

令和 2年 7月課税期間 103,287,885 

令和 2年 8月課税期間 144,944,400 

令和 2年 9月課税期間 104,148,745 

令和 3年 1月課税期間 100,379,980 

令和 3年 2月課税期間 98,608,210 

令和3年 3月課税期間 131,265,735 

令和 3年4月課税期問 166,555,890 

令和 3年 5月課税期間 103,933,530 
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仕入高（税抜金額）

151, 964;905 

201,072,873 

202, 142, 123 

214,572,723 

192,901,164 

107,925,636 

144, ・193, 595 

145,922,595 

58,817,668 

93, 898, 077_ 

131,767,636 

94,680,677 

91,254,527 

89. 643, 827 

119, 332, 486 

151,414,445 

91,485,027 



審査請求人

別紙1 原処分等

2 

(1)令和4年12月23日付でされた令和元年10月 1日から令和元年10月31日まで、令和元

年11月1日から令和元年11月30日まで＜令和2年 7月 1日から令和 2年 7月31日ま

で、令和 2年8月 1日から令和 2年 8月31日まで、令和 3年 1月 1日から令和 3年

1月31日まで、令和 3年4月 1日から令和 3年4月30日まで及び令和 3年 5月 1日

から令和3年5月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並び

に重加算税の各賦課決定処分

(2)令和5年4月14日付でされた令和元年12月 1日から令和元年12月31日まで、令和2

年 1月 1日から令和 2年 1月31日まで、令和 2年2月 1日から令和 2年 2月29日ま

で、令和 2年3月 1日から令和 2年 3月31日まで、令和 2年4月1日から令和 2年

4月30日まで、令和 2年 5月 1日から令和 2年 5月31日まで、令和 2年6月 1日か

ら令和 2年 6月30日まで、令和 2年 9月 1日から令和 2年 9月30日まで、令和 3年

2月 1日から令和 3年 2月28日まで及び令和 3年 3月 1日から令和 3年3月31日ま

での各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに重加算税の各賦課決定

処分

(3)令和5年 1月23日付でされた輸出物品販売場許可の取消処分

(1)原処分

イ・令和 5年2月 8日付でされた令和 3年 1月 1日から令和 3年 1月31日まで、令

和3年4月 1日から令和 3年4月30日まで及び令和 3年 5月 1日から令和 3年 5

月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税に係る還付金の各充当処分

ロ 令和 5年 6月27日付でされた令和3年2月 1日から令和 3年 2月28日まで及び

令和 3年 3月 1日から令和 3年 3月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費

税に係る還付金の各充当処分

ハ 令和 5年3月3日付でされた債権の差押処分

— 令和 5年6月1日付でされた債権の差押処分
ホ 令和 5年5月15日付でされた換価代金等の配当処分

(2) その他の審査請求の対象

イ 令和 5年2月 8日付でされた令和 3年 1月 1日から令和 3年 1月31日まで、令
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和 3・年4月 1日から令和 3年4月30日まで、令和 3年5月 1日から令和 3年 5月

31日まで及び令和4年 5月1日から令和4年5月31日までの各課税期問の消費税

及び地方消費税に係る還付金の各委託納付

‘ 口 令和 5年 6月27日付でされた令和 3年 2月1日から令和 3年2月28日まで及び

令和 3年 3月 1日から令和3年 3月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費

税に係る還付金の各委託納付

＼
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別紙2 関係法令等

1 国税通則法（令和4年法律第4号による改正前のもの。以下「通則法」という。）第

12条《書類の送達》第2項は、通常の取扱いによる郵便によって国税に関する書類を発

送した場合には、その郵便物は、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定

する旨規定している。

2 通則法第57条《充当》第 1項は、国税局長、税務署長又は税関長は、還付金又は国税

に係る過誤納金（以下「遠付金等」という。）がある場合において、•その還付を受ける

べき者につき納付すべきこととなっている国税があるときは、通則法第56条《還付》第

1項の規定による還付に代えて、還付金等をその国税に充当しなければならない旨、通

則法第57条第3項は、国税局長、税務署長又は税関長は、同条第 1項の規定による充当

をしたときは、その旨をその充当に係る国税を納付すべき者に通知•しなければならない

旨それぞれ規定している。

3 通則法第68条《重加算税〉〉第 1項は、通則法第65条《過少申告加算税》第 1項の規定

に該当する場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎とな

るべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに

基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、過少申告加算税の額の計

算の基礎となるべき税額に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100

分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する旨規定している。

4 通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第 1項は、国税に関する法

律に基づく処分で同条各号に掲げるものに不服がある者は、当該各号に定める不服申立

てをすることができる旨規定している。

5 通則法第77条《不服申立期間》第 1項は、不服申立ては、処分があったことを知った

日（処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日）の翌日から起算して 3月を経過

したときは、することができず、ただし、正当な理由があるときは、この限りでない旨

規定している；

6 消貸税法第8条《輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税》第1項（令和

4年法律第4号による改正前のもの。．以下同じ。）は、輸出物品販売場を経営する事業

者が、外国為替及び外国貿易法第6条《定義》第1項第6号に規定する非居住者（以下

「非居住者」という。）に対し、政令で定める物品（以下「免税対象物品」という。）

で輸出するため政令で定める方法により購入されるものの譲渡を行った場合には、免税
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対象物品の譲渡については、消費税を免除する旨規定している。

7 消要税法第8条第6項（平成31年法律第6号による改正前のもの。以下同じ。）は、

輸出物品販売場とは、同項各号に規定する要件の全てを滴たす事業者の経営する販売場

であって、非居住者に対し免税対象物品で同条第 1•項に規定する方法により購入される

ものの譲渡をすることができるものとして、当該事業者の納税地を所轄する税務署長の

許可を受けた販売場をいう旨規定している。

8 消費税法第 8条第7項．（令和5年法律第3号による改正前のもの。以下同じ。）は、

税務署長は、同条第6項に規定する輸出物品販売場を経営する事業者が消費税に関する

法令の規定に違反した場合又は同項に規定する輸出物品販売場として施設その他の状況

が特に不適当と認められる場合には、当該輸出物品販売場に係る同項の許可を取り消す

ことができる旨規定している。

9 消費税法施行令（平成30年政令第135号による改正前のもの。以下同じ。）第18条

《輸出物品販売場で譲渡する物品の範囲、手続等》第2項柱書及び同項第 1号は、消費

税法第8条第 1項に規定する政令で定める方法は、非居住者で輸出物品販売場（消費税

法施行令第18条第2項第4号に規定する基地内輸出物品販売場を除く。以下、この項及

び下記12において「市中輸出物品販売場」という。）において、免税対象物品のうち消

耗品以外のもの（以下「一般物品」という。）を購入する者が、その購入の際、次に掲

げる要件の全てを滴たして当該一般物品の引渡しを受ける方法を規定し、その要件とし

て、要旨、同項第 1号イにおいて、その所持する旅券等を当該市中輸出物品販売場を経

営する事業者に提示し、かつ、•これに購入の事実を記載した書類（以下、当該書類を

「購入記録粟」という。）の貼付けを受けるとともに、当該旅券等と当該書類との間に

割り印を受けること、同号口において、当該一般物品をその購入後において輸出する旨

を誓約する書類（以下、当該書類を「購入者誓約害」という。）を当該市中輸出物品販

売場を経営する事業者に提出すること、同号ハにおいて、当該市中輸出物品販売場にお

いて同一の日に購入する当該一般物品に係る対価の額の合計額が10・0万円を超える場合

には、．その所持する旅券の番号並びに当該一般物品を賭入する非居住者の氏名、生年月

日、性別及び国籍が印字された部分の写しを当該市中輸出物品販売場を経営する事業者

に提出することがそれぞれ掲げられている（以下、市中輸出物品販売場において非居住

者に対して譲渡する免税対象物品に係る消費税法第8条第 1項の規定の適用を受けるた

めの手続を「免税販売手続」という。ー）。
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1 0 消費税法施行令第18条第6項は、同条第2項第 1号に定める方法により免税対象物

品を購入した者は、本邦から出国する際に、その出港地を所轄する税関長に購入記録票

を提出しなければならない旨規定している。

1 1 消費税法施行令第18条第9項は、同条第 2項第 1号ハの規定による旅券等の写しの

提出を受けた事業者は、財務省令に定めるところにより、当該提出を受けた旅券等の写

しを保存しなければならない旨規定している。

1 2 消贅税法施行令等の一部を改正する政令（平成30年政令第135号）附則第1条《施

行期日》柱書及び同条第3号は、消贅税法施行令第18条（同条第5項の改正規定（同項

を同条第3項とする部分を除く。）を除く。）の改正規定は、令和 2年4月1日から施

行する旨規定し、同附貝l」第4条《輸出物品販売場で行う免税販売手続等に関する経過措

置》第3項は、市中輸出物品販売場を経営する事業者が行う免税販売手続は、同日から

令和3年 9月30日までの間は、なお従前の例によることができる旨規定している。・

1 q 消費税法基本通達（令和 5 年 3月 31 日付課消 2~3 ほか 5 課共同による改正前のも

のをいい、以下「消基通」という。） 8 -2-6《輸出物品販売場の許可を取り消すこ

とができる場合》の (2)は、消費税法第8条第7項の規定により輸出物品販売場の許可

を取り消すことができる場合の取扱いどして、 「輸出物品販売場として施設その他の状

況が特に不適当と認められる場合」とは、非居住者に対する販売場としての施設等が十

分なものでなくなった場合、経営者の資力及び信用が薄弱となった場合等、輸出物品販

売場として物的、人的、資金的要素に相当な欠陥が生じた場合をいうと定めている。

1 4 国税徴収法（以下「徴収法」という。）第47条《差押の要件》第 1項柱書及び同項

第1号は、徴収職員は、滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発し

た日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、滞納者の国税につきその

財産を差し押さえなければならない旨規定している。

1 5 徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第 1項は、徴収職員は、差し押さえた債権

の取立てをすることができる旨規定している。

1 6 徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第 1項第 4号は、

換価代金等の配当に関し欠陥があることを理由としてする不服申立ては、換価代金等の

交付期日まででなければ、することができない旨規定している。

1 7 地方税法第72条の77《地方消費税に関する用語の意義》第2号は、譲渡割とは、消

費税法第45条《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告》第 1項第4
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号に掲げる消費税額を課税標準として課する地方消費税をいう旨規定している。

1 8 地方税法附則第9条の5 《譲渡割の申告の特例》は、譲渡割の申告は、当分の間、

消費税の申告の例により、消費税の申告と併せて、税務署長にしなければならない旨規

定している。

19 地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当等の特例》第 1項柱書及び同項第 1号

は、通則法第57条の規定は、地方税法附則第9条の 5の規定により併せて申告された譲

渡割及び消費税に係る還付金（これに加算すべき還付加算金を含む。以下同じ。）の還

付を受けるべき者につき納付すべきこととなっている国税がある場合における当該還付

金については適用しない旨、同法附則第9条の10第2項は、当該還付金の還付を受ける

べき者は、当該還付をすべき国税局長又は税務署長に対し、当該還付金により同法附則

第9条の 5の規定により併せて申告された譲渡割及び消費税で納付すべきこととなって

いるもの又は納付すべきこととなっているその他の国税を納付することを委託したもの

とみなす旨、それぞれ規定している。
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